
診調粗慢 －2   

参考 2  

18．9．13  

療養病床に関する  

診療報酬改定について  

平成18年7月施行にあたって  

説明内容  

□療養病床再編の方向性  

□療養病床に関する診療報酬改定  

□改定に当たっての経過措置等  

□届出について  
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療養病床における医療提供状況  
0医師による直接医療提供頻度〔中医協「慢性期入院医療実態調査」（平成17年11月11日中医協資料）〕  
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医療保険；應月弓．介t生保険通用、それぞれlこ入l決する点者の状托■  

介従僕陳；王缶月弓の療♯病床  
平成16年3月  

医療保l挽適用の療養病6E  
平成18年3月  
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「  l；ヨ病状カー不安走1き♯時医学的t理を某する  

⊂コ病状l士安男巨してし、る力く容態の尤LヨE力く虔己きやすし、  

⊂コ容態急変の可甘巨性は促しヽ力く一定の医学的管理を‡する  
⊂⊃容態急変の可■ヒ性lまイE＜手■初上施設・や住宅lこよって対応できる  
l■その他  
国葬爬【司昔  

医療の必要性に応じた療養病床の再編成  

（1）医師t看護職鼻の配置等が緩和された「経過型介護療養型医療施設（仮称）」の創設【介護報酬改定】  

将来的な老健施設等への移行を視野に入れた平成23年度末までの経過措置  

（2）医療の必要性による区分の温入［診療報酬改定］   

・医療の必要性の高い患者については評価を引き上げ、低い患者については評価を引き下げ   
・医療の必要性の低い患者を一定以上受け入れている場合について、「介護保険移行準備病根（仮称）」を  
平成23年度未までの経過措置として創設   



説明内容  

□療養病床再編の方向性  

□療養病床に関する診療報酬改定  

口改定に当たっての経過措置等  

□届出たっいて  

医療療養病床の診療報酬を巡る  
これまでの議論  

□閣議決定（平成15年3月）   
「慢性期入院医療については、病態、日常生活動作能力（ADL）、看   
護の必要度等に応じた包括評価を進めるとともに、介護保険との役   
割分担の明確化を図る。」  

□医療制度改革大綱（平成17年12月1日）   
「慢性期入院医療等の効率化の余地があると思われる領域について  
は、適正化を図る。」  

口 中医協答申の際の附帯意見（平成18年2月15日）   
「慢性期入院医療については、患者分類を用いた包括評価の実施状  
況について、診療報酬調査専門組織を通じて客観的なデータを収集  
して検証を行うこと。また、難病患者や障害者に対し、必要な医療が   
確保されるよう十分に配慮すること。」  

6   



改定のねらい  

ロ 今回の診療報酬・介護報酬の同時改定は、医療   
保険と介護保険との役割分担の明確化を目的とし   

ている。  

□ 患者の状態に応じて病棟間で適切な移動を行う   

などして、病棟間の性格を明確にすることが重要。  

・医療の必要性が高い患者 → 医療療養へ  

・医療の必要性が低く、介護の必要度が高い患者  

→ 老健施設等へ  

平成18年度改定による見直し  

【平成18年3月末まで】  【平成18年4月～6月】  

療養病棟入院基本料1   
（若人）1，209点   （若人）1，187点  
引き下げ     （老人）1，151点  （老人）1，130点   

（若人）1，138点  
療養病棟入院基本料2  

（老人）1，080点  
（若人）1，117点  
（老人）1，060点   

【平成18年7月以降】  （参考：介護療養病棟）  

要介護5  1．322単位   

要介護4  1．231単位   

要介護3  1．130単位   

要介護2   892単位   

要介護1   782単位   

ADL3   885点   1．344点  1．740点   

ADL2   764点   1．344点  1．740点   

ADLl   764点   1，220点  1．740点  

医療区分1   医療区分2   医療区分3  

（低 ← 医療の必要性 → 高）  

入院基本料A：1740点、入院基本料B：1344点、入院基本料C：1220点、入院基本料D：885点、入院基本料E：764点  
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算定に当たっての留意事項（1）  

□ 医療従事者の配置要件   

○ 平成18年7月から、療養病棟入院基本料については、看護職員25：1／  

看護補助者25：1の配置が算定要件となる。   

○ ただし、医療区分2・3の患者を8割以上受け入れている病棟は、看護職員   

20：1／看護補助者20：1の配置を算定要件とする。（いずれかを満たせな  

い場合は入院基本料E（764点）を算定する。）また、当該病棟の看護職員  

は月平均夜勤時間数72時間以下の要件を満たす必要はない。  

□ 急性増悪時の対応   

○ 急性増悪により一般病棟へ転棟・転院する場合には、転棟t転院前3日間  

に限り、出来高算定が可能。この場合、入院基本料E（764点）を算定。  

□180日超の特定療養費化対象から除外   

0180日超の入院患者で医療の必要性が低いものに係る特定療養責化の  

対象から除外。  

算定に当たっての留意事項（2）  

口 入院基本料A（1740点）、入院基本料B（1344点）又は入院基   

本料C（1220点）を算定する患者については、定期的（原則とし   

て月に1回）に患者又はその家族に対して、別紙様式21又はこ   

れに準ずる様式により作成した書面又はその写を交付の上、十   

分な説明を行うとともに診療録に貼付しておくこと。なお、やむを   

得ない理由により説明を行うことが困難な場合であっても、患者   

又はその家族の求めに応じ、当該書面又はその写を交付すると   

ともに診療録に貼付しておく。  

□1日に2つ以上の区分に該当する場合は、該当するもののうち最   

も高い点数の区分で算定。  
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算定に当たっての留意事項（3）  

L別続様式21二l  

医療区刃・ADL垣浅Mこ蘇る諦他背  

鞘   嘩   弓ご撼  

「ギ拍憫拍礪岬．  

算定に当たっての留意事項（4）  

監事棚鶴 l・－・Ⅳ膵缶瞬。即き，郎瑚印度細沌当粧す，ク閥蟄臥する、象蜘凱、咄断禰Ⅷ入すも  

ヰ・ニ・坊登竜仁保る瞭塑kほ浅見拳．ADし豆労降魔、曜朝■重陽倭についてほ．a「：こに。訪島する全てn毒茄こつしtてすてシウする  
「上∴：㌣でし．・．幣箋する顔塑受注ば帝尋こつい丁重一際甑了百√｛票唱■でみる囁±こね二て：1三十年阜陪塑貰一之㈱TT早ウで  
雷．室i．牽j．覆Ll「十．  

主題医  ミ町  
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医療区分について（1）  

【疾患・状態】  

・スモン・医師及び看護師により、常時監視・管理を実施している状態  

【医療処置】  

・中心静脈栄養・24時間持続点滴・人工呼吸器使用・ドレーン法・胸腹腔洗浄  

・発熱を伴う場合の気管切開、気管内挿管・酸素療法・感染隔離室におけるケア  

【疾患・状態】  

・筋ジストロフィー・多発性硬化症・筋萎縮性側索硬化症・パーキンソン病関連疾患  

・その他の難病（スモンを除く）  

・脊髄損傷（頸髄損傷）■慢性閉塞性肺疾（COPD）  
・疫病コントロールが必要な悪性腫瘍・肺炎・尿路感染症  

・リハビリテーションが必要な疾患が発症してから30日以内・脱水  

・体内出血 ■頻回の嘔吐・裾癌 末梢循環障害による下肢末端開放創  

・うっ血性潰療・せん妄の兆候・うつ状態・暴行が毎日みられる状態  

【医療処置】  

・透析・発熱又は嘔吐を伴う場合の経腸栄養・喀痍吸引   

■気管切開・気管内挿管のケア・血糖チェック   

t創傷（皮膚潰瘍・手術創・創傷処置）  

医療区分2－3に該当しない者  医療区分1   
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医療区分について（2）  

ロこれらの医療区分については、それぞれ項目の定   
義、評価の単位、留意点などが別途定められている。  

（例）2．医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態  
○項目の定義   

循環動態および呼吸状態が不安定なため、常時、動脈血酸素飽和度、血圧、  
心電図、呼吸等のバイタルサインを観察する必要がある等、医師及び看護職員に   
より、24時間休制での監視及び管理を必要とする状態  

0評価の単位  

1日毎  

Q留意点   

少なくとも連続して24時間以上「項目の定義」に該当する状態にあること。（初日を   

含む。）動脈血酸素飽和度、血圧、心電図、呼吸等の／くイタルサインが、少なくとも   
4時間以内の間隔で観察されていること。なお、医師による治療方針に関する確認が   
行われていない場合は該当しない。  
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医療区分について（3）  

ロ 評価に当たっての留意点  
○ 連続して該当すると判定できる日数の上限が毀定されているもの   

る鵠轍躇莞詣左昆惣描ヨ諸掛度続して該当す   
＜医療区分3＞   

・24時間持続点滴（連続する7日を超えた場合は8日目以降は該当しない）   

＜医療区分2＞   

・尿路感染症（連続する14日を超えた場合は15日目以降は該当しない）   

・脱水（連続する7日を超えた場合は8日目以降は該当しない）   

・せん妄（連続する7日を超えた場合は8日目以降は該当しない）   

・経腸栄養を行われており且つ発熱又は嘔吐を伴う状態（連続する7日を超えた場合は8日目以降  
は該当しない）  

温lこあった日か島連続して議当するものとした月数が苫  
＜医療区分2＞  

・体内出血（出血が見られた日から7日間該当）  

・頻回の嘔吐（嘔吐のあった日から3日間該当）  

・頻回の血糖検査（検査日から3日間該当）  

ているもの  
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診療報酬明細について  

ロ 請求に当たっては、該当する日ごとの入院基本料の区分、及び当該   
区分に係る全ての疾患又は状態等並びにADL区分を記載すること。   

（ただし、平成18年9月診療分まではこれらの記載を要しない）  

□ なお、平成18年10月診療分以降でも、全ての疾患又は状態等の記   
載が困難な場合は主なものの記載であってもよい。  

（記載例）  

7月1日  1，220×1日（入院基本料C）  
15 その他難病（スモンを除く）  

7月 2日～7月15日  1，344×14日（入院基本料B）  
15 その他難病（スモンを除く）  

7月16日～7月31日   1．740×16日（入院基本料A）  

ADLlO点   

ADL23点  

3 中心静脈栄養を実施している状態 ADL23点  

15 その他難病（スモンを除く）  
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特殊疾患療養病棟入院料等の見直し  

□ 平成18年7月から、療養病棟については、特殊疾患療養病棟入院料   

及び特殊疾患入院施設管理加算が廃止され、患者分類を用いた評   

価が適用される。  

口 なお、平成18年6月30日において一般病棟及び精神病棟の特殊疾   

患療養病棟入院料については、平成20年3月31日まで算定可能。  

【平成18年3月までの特殊疾患療養病棟入院料等】  

特殊疾患療養  おおむね8割以上が脊髄損傷等の重度障害者、重度の意   
病棟入院料1  恕障害者、筋ジストロフイ一恵者女は難病患者等   1，980点  

特殊疾患療養  おおむね8割以上が重度の肢体不自由児（者）等の障害者   

病棟入院料2  （ただし、寧髄損傷等の重度障害者、筋ジストロフィー患者  1．600点  
又は難病患者等を瞼く）   

特殊疾患入院  おおむね7軸以上が重度の肢体不自由児（者）等の障害者、   
施設管理加算  脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロ  350点  

フィー患者又は難病患者等   

説明内容  

□療養病床再編の方向性  

□療養病床に関する診療報酬改定  

口改定に当たっての経過措置等   

□届出について  
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特殊疾患療養病棟入院料に関する措置（1）  

□ 平成18年6月30日時点で特殊疾患療養病棟入院料1を算定する   
病棟については、同時点で当該病棟に入院している患者であって、神   
経難病等（＊）に該当する者については、平成20年3月31日までの   
間、医療区分3に該当するとみなす。  

□ 平成18年6月30日時点で特殊疾患療養病棟入院料2を算定する   
病棟については、同時点で当該病棟に入院している患者であって、神   
経難病等（＊）に該当する者については、平成20年3月31日までの   
間、医療区分1に該当する者を医療区分2に該当するとみなす。  

ロ これらの措置は、同一施設内の他の療養病棟に転棟した場合及び   
一般病棟への転棟・転院後28日以内に、療養病棟に再度入院した   
場合も継続される。  

「神経難病等（＊）」に含まれるもの  

脊髄損傷、筋ジス卜占フィ十、多発性硬化症、▲重症筋無力症、スモン、鹿妻縮性側索硬化症、脊由小脳変性症、パーキ  
ンソン病関連疾患（（1）進行性核上性麻痔、（2）大脳皮質基底核変性症、（3）／く－キンソン病（ホーエンヤール分類ステー  
ジⅡ度以上かつ生活機能障害度がⅡ鹿又はⅡ度のもの））、ハンテントン病、多系統萎縮症（（1）線条体黒質変性症、（2）  
オリ→ブ楕小脳萎縮症、く3）シャイtドレーガ⊥症候群）、プリオン病（（1）クロイツフェルトヤコブ病、（2）ゲルストマン・ストロ  
イスラー・シャインカー病、（3）致死性家族性不眠症）、亜急性硬化性全脳炎、仮性球麻痺ヾ脳性麻痩  
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特殊疾患療養病棟入院料に関する措置（2）  

□夜勤の基準に関する経過措置  
平成18年6月30日時点において特殊疾患療養病棟入院料を算   

定している療養病棟については、同年9月30日までの間は月平均   

夜勤時間数72時間以下の要件を満たさなくともよいこととする。  

□基本食事療養費に関する経過措置  
平成18年6月30日時点において特殊疾患療養病棟入院料を算   

定している療養病棟については、平成20年3月31日までの間は基   

本食事療養費（Ⅰ）における適時の要件をみたさない場合にも基本   

食事療養費（Ⅰ）を算定できる。  
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障害者施設への配慮  

□ 以下に示す医療機関の療養病棟であって、平成18年6   

月30日に現に特殊疾患療養病棟入院料又は特殊疾患   

入院施設管理加算を算定する療養病棟に入院している患   

者（重度の肢体不自由児（者）又は知的障害者に限る。）   

については、医療区分1の者を2と見なす。  

○児童福祉法に規定する肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設   

○児童福祉法及び身体障害者福祉法に規定する国立高度専門医療センター  

及び（独）国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の  

指定するもの  
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介護保険移行準備病棟  

□ 経過的に、「患者の状態に合わせて、医師、看護職員等の配置を薄くする」  
選択肢を設定。  

□ 具体的には、平成18年6月30日時点において、療養病棟入院基本料等を   
算定している病棟について、医療区分1の患者を6割以上入院させている場  
合には、平成24年3月31日までの間は、介護老人保健施設等への移行準  
備計画を要件として、医師・看護職員等の配置が緩和された類型を設定する。   
（入院基本料A～Eを算定可能）  

□ 月平均夜勤時間数72時間以下の要件を満たさなくともよい。  

人員配置の碗（60床満床の場合）  

医師  看護職員   看護補助者   

通常の医療療養病棟   1．25人（48：1）  12人   12人  

病院の最低数3人  （25：1の場合）   （25：1の場合）   

介護保険移行準備病棟  0．625人（96：1）  8人   16人  

病院の最低数2人  （40：1の場合）   （20：1の場合）   
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同一病棟内での病室単位での指定  

ロ 同一の療養病棟の中で、経過的に、医療保険と介護保険との双方から   

給付を受けることができる取扱いを拡大し、「患者の状態に合わせて、よ   

り適切な方から給付を受ける」という選択肢も設けることとする。  
＊これまでは、療養病棟が2病棟以下の場合にのみ病室単位の指定が可  
能であった。  

口 具体的には、平成21年3月31日までの間については、療養病棟を3病   
棟以上有する病院の療養病棟についても次のようなことを可能とするこ   
ととする。  

①医療療養病棟の中の一部の病室にういて、都道府県介護保険事業支援計   
画におけるサービス見込量の範囲内で介護保険の指定を受けて、介護保険   

から給付を受けること  

②介護療養型医療施設の病棟の中の一部の病室について、介護保険の指定   
を外し、医療保険から給付を受けること  
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説明内容  

□療養病床再編の方向性  

□療養病床に関する診療報酬改定  

□改定に当たっての経過措置等  

□届出について   
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届出について（1）  

口療養病棟入院基本料2、有床診療所療養病床入院   
基本料2の届出を7月21日までに行った場合、1日   
に遡って算定できる。  

□その際、療養病棟入院基本料2については、月平均   
夜勤時間72時間以下という要件を満たした実績を添   
付する必要がある。  

ロなお、平均夜勤時間72時間以下という要件について   
は、次の療養病棟は満たさなくともよい。   

○医療区分2・3の患者を8害u以上入院させている病棟   

（看護職員20：1、看護補助者20：1として届出た以降に限る）   

○平成18年6月30日において、特殊疾患療養病棟入院料1・2を算定してい   
た病棟（平成18年9月30日までに限る）   

○介護保険移行準備病棟  
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届出について（2）  

ロ医療区分の割合の算出方法  

（例1：医療区分2・3の割合の算出方法）  

直近3ケ月間の医療区分2■3の患者の入院日数の和  

8割以上の場合、  
看護職鼻20：1、  

看護補助者20：1  

配置が要件  
直近3ケ月間の患者の入院日数の和  

（例2：医療区分1の割合の算出方法）  

直近3ケ月間の医療区分1の患者の入院日数の和  
6割以上の場合、  
介護保険移行準  

備病棟となり得る  直近3ケ月間の患者の入院日数の和  
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届出について（3）  

□医療区分2・3の患者が8割以上の場合  
割合の算出に3ケ月を要することから、10月1日以降の適用となる。   

また、届出前の（20：1の）配置実績は必要ない。   

（20：1）を満たせない場合には、入院基本料Eを算定する病棟として  

届けでることとなる。  

□介護保険移行準備病棟の場合  
介護老人保健施設等への移行準備計画を届け出ることが必要。  

また、届出前の、医療区分1の患者の割合に関する実績は不要であ   
り、届出以降3ケ月間において医療区分1の患者の割合が6割以上と  

なると見込まれる場合には届出が可能。  
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届出について（4）  

□病院が届出る入院基本料の類型  
①25：1病棟：通常の療養病棟  

②20：1病棟：医療区分2・3が8割以上の病棟  

③E病棟：医療区分2■3が8割以上で人員（20：1）未満の病棟  

④介護保険移行準備病棟：医療区分1が6割以上の病棟  

⑤特別入院基本料算定病棟：25：1を満たさない病棟   

＊⑤を算定する場合以外は、①～④について病棟毎の届出が可能。  

ただし、同じ種類の病棟は包括的に届出ること。  
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説明内容  

□療養病床再編の方向性  

□療養病床に関する診療報酬改定  

□改定に当たっての経過措置等  

□届出について  
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